
　　令和８年６月１２日

　　　　　　　　　　　　　　

１　水路測量を実施しようとする者の氏名又は名称及び住所　

東北地方整備局青森河川国道事務所

青森市中央三丁目20-38

２　水路測量を実施する区域及び期間

馬淵川河口（付図のとおり）

３　水路測量の実施方法

　GNSSによる測位、音響測深機による測深

４　航行船舶に対する安全措置

　　水路測量に従事する船舶は、水路業務法施行規則（昭和25年運輸省令第55号）
　　第6条に定める標識を掲揚

（１）区　　域

（２）期　　間 令和８年７月３日から

　水路業務法（昭和25年法律第102号）第8条の規定に基づき、水路測量の実施につい
て、次のとおり公示する。

白﨑　俊介（公印省略）　　

       第二管区海上保安本部長　　　　　　　　　

令和８年１１月２０日（内１０日間）

（１）名　　称

（２）住　　所
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調　査　範　囲

位置
緯　度 経　度 距　離

°′″ °′″ m

① 40-32-49.0384 141-30-44.6620
643

② 40-33-00.3397 141-31-07.6285
591

③ 40-32-44.0733 141-31-20.8902
716

④ 40-32-33.3445 141-30-53.9202
75

⑤ 40-32-35.0985 141-30-51.7366
348

⑥ 40-32-31.8369 141-30-37.5627
646

⑦ 40-32-22.4550 141-30-13.0372
364

⑧ 40-32-32.5560 141-30-05.0203
1046

⑨ 40-32-48.2211 141-30-44.4344
28

① 40-32-49.0384 141-30-44.6620

灯台 起点は八太郎東防波堤から角度196°26′距離633mを①とする。1-3　位置図　S=1/10,000
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